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○多可町後援名義の使用に関する規程 

平成22年３月31日告示第25号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、産業、文化、教育等の向上に資することを目的とする事業を奨励するた

め、多可町の後援名義を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用承認の基準） 

第２条 後援名義の使用の承認は、次の各号のいずれにも該当することを要件として行うこと

ができる。 

(１) 町の施策の啓発振興に寄与すると認められるもの 

(２) 事業の目的が、産業、文化、教育等の向上に資するものであるもの 

(３) 法令及び公序良俗に反しないもの又はそのおそれのないもの 

(４) 特定の宗教又は政治的な活動を目的としないもの 

(５) 当該団体営等の宣伝又は営利を目的としないもの 

(６) 町及び町章の尊厳を損ない、又は信用を失墜するおそれがないもの 

（使用承認の申請） 

第３条 後援名義を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ多可町後

援名義使用承認申請書（様式第１号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。また、

承認を受けた事項を変更するときも同様とする。 

２ 町長は、必要があると認めたときは関係書類の提出を求めることができる。 

（使用の決定等） 

第４条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容等を審査の上、使用の可

否を決定し、多可町後援名義使用承認・不承認通知書（様式第２号）により申請者に通知す

るものとする。 

２ 町長は、必要があると認めるときは、前項の承認について条件を付すことができる。 

（承認の取り消し） 

第５条 町長は、後援名義を使用する者（以下「使用者」という。）が次の各号のいずれかに

該当する場合は、使用の承認を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。 

(２) 承認を受けた後使用目的以外に使用したとき。 

(３) その他町長が適当でないと認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、多可町後援名義使用承認取消通知書

（様式第３号）により使用者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定による措置によって使用者に損害が発生した場合であっても、町はその責め

を負わない。 

（事業実施報告） 

第６条 使用者は、事業の終了後速やかに多可町後援名義使用事業実施報告書（様式第４号）

に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行する日までに多可町後援名義を使用しているものについてはこの規程の規

定は適用しない。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 

 


